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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年5月2日(2017.5.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンク多入力多出力モードにおけるユーザ機器（１４）の１次ストリーム及び２
次ストリームのうちの２次ストリームの伝送に関して、ユーザ機器（１４）にフィードバ
ックを供給する、基地局（１２）における方法であって、
－チャネル内において前記２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットを前
記ユーザ機器（１４）に一度の送信で伝送すること（２０２、４０１）であって、前記オ
フセットが、前記２次ストリームのトランスポートブロックサイズを決定するときに前記
ユーザ機器（１４）によって使用され、前記好適な伝送ランクが、伝送ランクを決定する
ときに前記ユーザ機器（１４）によって使用される、伝送すること（２０２、４０１）を
含み、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）のフォーマ
ットと同じフォーマットを有し、アイデンティティ特有巡回冗長検査アタッチメントを利
用する共有チャネルによって定義されたフォーマットを有し、前記チャネルが６つの情報
ビットを含み、１ビットがＥ－ＡＧＣＨのスコープビットの代わりとして前記好適な伝送
ランクを示し、５ビットが前記オフセットを示す、
方法。
【請求項２】
　前記チャネルが、Ｅ－ＡＧＣＨと同じチャネライゼーションコードを使用し、且つ前記
Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器アイデンティティ又は異なるユーザ機器マスクを使用す
るか、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は
同じユーザ機器アイデンティティを使用するか、或いは
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　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又
は異なるユーザ機器アイデンティティを使用する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記チャネルが、前記好適な伝送ランクが変更されたとき、及び／又は新しいオフセッ
ト値が伝達されるべきとき、伝送される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　１ビットが、ランク変化を示すとともに、特定のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）プロセスを標的とするか、又はすべてのＨＡＲＱプロセスに適用される、請求項１から
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ストリームの伝送を扱うユーザ機器（
１４）における方法であって、前記ユーザ機器（１４）が、アップリンク多入力多出力モ
ードにあり、
－基地局（１２）から２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットを一度の
送信で運ぶチャネルをモニターすること（２０３、５０１）と、
－前記２次ストリームにおいてデータを伝送するときに前記好適な伝送ランク及び前記オ
フセットを使用すること（２０４、５０２）であって、前記オフセットが、前記２次スト
リームのトランスポートブロックサイズを決定するために使用され、前記好適な伝送ラン
クが、伝送ランクを決定するために使用される、使用すること（２０４、５０２）と
を含み、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）のフォーマ
ットと同じフォーマットを有し、アイデンティティ特有巡回冗長検査アタッチメントを利
用する共有チャネルによって定義されたフォーマットを有し、前記チャネルが６つの情報
ビットを含み、１ビットがＥ－ＡＧＣＨのスコープビットの代わりとして前記好適な伝送
ランクを示し、５ビットが前記オフセットを示す、
方法。
【請求項６】
　前記チャネルが、Ｅ－ＡＧＣＨと同じチャネライゼーションコードを使用し、且つ前記
Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティを使用し、前記
ユーザ機器（１４）が、前記ユーザ機器マスク又は前記ユーザ機器アイデンティティに基
づいて前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを特定するか、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は
同じユーザ機器アイデンティティを使用し、前記ユーザ機器（１４）が、チャネライゼー
ションコードに基づいて前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを特定するか、或いは
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又
は異なるユーザ機器アイデンティティを使用し、前記ユーザ機器（１４）が、チャネライ
ゼーションコード及び／又はユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティに基づい
て前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを特定する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　１ビットが、ランクの変化を示すとともに、特定のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲ
Ｑ）プロセスを標的とするか、又はすべてのＨＡＲＱプロセスに適用される、請求項５ま
たは６に記載の方法。
【請求項８】
　アップリンク多入力多出力モードにおけるユーザ機器（１４）の１次ストリーム及び２
次ストリームのうちの２次ストリームの伝送に関して、前記ユーザ機器（１４）にフィー
ドバックを供給するように適合される基地局（１２）であって、
　チャネル内において前記２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットを前
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記ユーザ機器（１４）に一度の送信で伝送するように構成される送受信回路（２２）であ
って、前記オフセットが前記２次ストリームのトランスポートブロックサイズを示し、前
記好適な伝送ランクが前記２次ストリームの伝送ランクを示す、送受信回路（２２）
を備え、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）のフォーマ
ットと同じフォーマットを有し、アイデンティティ特有巡回冗長検査アタッチメントを利
用する共有チャネルによって定義されたフォーマットを有し、前記チャネルが６つの情報
ビットを含み、１ビットがＥ－ＡＧＣＨのスコープビットの代わりとして前記好適な伝送
ランクを示し、５ビットが前記オフセットを示す、
基地局（１２）。
【請求項９】
　前記チャネルが、Ｅ－ＡＧＣＨと同じチャネライゼーションコードを使用し、且つ前記
Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器アイデンティティ又は異なるユーザ機器マスクを使用す
るか、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は
同じユーザ機器アイデンティティを使用するか、或いは
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又
は異なるユーザ機器アイデンティティを使用する請求項８に記載の基地局（１２）。
【請求項１０】
　前記好適な伝送ランクが変化するとき、及び／又は新しいオフセット値が伝達されるべ
きとき、前記チャネルを伝送するように構成される、請求項８又は９に記載の基地局（１
２）。
【請求項１１】
　１ビットが、ランク変化を示すとともに、特定のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）プロセスを標的とするか、又はすべてのＨＡＲＱプロセスに適用される、請求項８から
１０のいずれか一項に記載の基地局（１２）。
【請求項１２】
　１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ストリームの伝送を扱うように適合さ
れるユーザ機器（１４）であって、前記ユーザ機器（１４）が、アップリンク多入力多出
力モードにあり、
　基地局（１２）から前記２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットを一
度の送信で運ぶチャネルをモニターするように構成され、且つ前記好適な伝送ランクに基
づいて、及び前記オフセットに基づくトランスポートブロックサイズで、伝送ランクの２
次ストリームの伝送を伝送するように構成される制御及び処理回路（２４）
を備え、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）のフォーマ
ットと同じフォーマットを有し、アイデンティティ特有巡回冗長検査アタッチメントを利
用する共有チャネルによって定義されたフォーマットを有し、前記チャネルが６つの情報
ビットを含み、１ビットがＥ－ＡＧＣＨのスコープビットの代わりとして前記好適な伝送
ランクを示し、５ビットが前記オフセットを示す、
ユーザ機器（１４）。
【請求項１３】
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と同じチャ
ネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又は
ユーザ機器アイデンティティを使用し、前記ユーザ機器（１４）が、前記ユーザ機器マス
ク又は前記ユーザ機器アイデンティティに基づいて前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを
特定するか、
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
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ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は
同じユーザ機器アイデンティティを使用し、前記ユーザ機器（１４）が、チャネライゼー
ションコードに基づいて前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを特定するか、或いは
　前記チャネルが、拡張専用チャネル絶対グラントチャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）と異なるチ
ャネライゼーションコードを使用し、且つ前記Ｅ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又
は異なるユーザ機器アイデンティティを使用し、前記ユーザ機器（１４）が、チャネライ
ゼーションコード及び／又はユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティに基づい
て前記チャネル及び前記Ｅ－ＡＧＣＨを特定する請求項１２に記載のユーザ機器（１４）
。
【請求項１４】
　１ビットが、ランク変化を示すとともに、特定のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）プロセスを標的とするか、又はすべてのＨＡＲＱプロセスに適用される、請求項１２ま
たは１３に記載のユーザ機器（１４）。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
　本明細書の実施形態は、基地局、ユーザ機器、及びそれらにおける方法に関する。具体
的には、本明細書の実施形態は、１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ストリ
ームのための伝送を構成することに関する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　アップリンクＭＩＭＯモードで構成されるＵＥについては、シングルストリーム伝送又
はデュアルストリーム伝送（それぞれ、ランク１伝送及びランク２伝送とも呼ばれる）の
いずれかが行なわれうる。デュアルストリーム伝送は、主に、信号対干渉及びノイズ比（
ＳＩＮＲ）が高く、及びチャネルが散乱を示し、及び／又は交差偏光アンテナ（ｃｒｏｓ
ｓ－ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　ａｎｔｅｎｎａｓ）が使用される環境において便利である。シ
ングルストリーム伝送が予定されているとき、プリコーディングゲインが代わりにリンク
バジェットを改善する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　一態様によると、本発明の目的は、アップリンク多入力多出力モードにおけるユーザ機
器の１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ストリームの伝送に関して、ユーザ
機器にフィードバックを供給する、基地局における方法によって達成される。基地局は、
チャネル内の２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットをユーザ機器に伝
送する。オフセットは、２次ストリームのトランスポートブロックサイズを決定するとき
にユーザ機器によって使用され、好適な伝送ランクは、伝送ランクを決定するときにユー
ザ機器によって使用される。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　別の態様によると、本発明の目的は、１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次
ストリームの伝送を扱うためのユーザ機器であって、アップリンク多入力多出力モードに
あるユーザ機器における方法によって達成される。ユーザ機器は、基地局から、２次スト
リームのための好適な伝送ランク及びオフセットを運ぶチャネルをモニターする。ユーザ
機器は、２次ストリームにおいてデータを伝送するときに、好適な伝送ランク及びオフセ
ットを使用する。オフセットは、２次ストリームのトランスポートブロックサイズを決定
するために使用され、好適な伝送ランクは、伝送ランクを決定するために使用される。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　さらに別の態様によると、本発明の目的は、アップリンク多入力多出力モードにおける
ユーザ機器の１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ストリームの伝送に関して
、ユーザ機器にフィードバックを供給するように適合される基地局によって達成される。
基地局は、チャネル内の２次ストリームのための好適な伝送ランク及びオフセットをユー
ザ機器に伝送するように構成される送受信回路を含む。オフセットは、２次ストリームの
トランスポートブロックサイズを決定するときにユーザ機器によって使用され、好適な伝
送ランクは、伝送ランクを決定するときにユーザ機器によって使用される。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　また別の態様によると、本発明の目的は、１次ストリーム及び２次ストリームのうちの
２次ストリームの伝送を扱うために適合されるユーザ機器であって、アップリンク多入力
多出力モードにあるユーザ機器によって達成される。ユーザ機器は、基地局から、２次ス
トリームのための好適な伝送ランク及びオフセットを運ぶチャネルをモニターするように
構成される制御及び処理回路を含む。制御及び処理回路は、２次ストリームにおいてデー
タを伝送するときに、好適な伝送ランク及びオフセットを使用するようにさらに構成され
る。オフセットは、２次ストリームのトランスポートブロックサイズを決定するために使
用され、好適な伝送ランクは、伝送ランクを決定するために使用される。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
【図１】図１は、本明細書の実施形態による、ユーザ機器及び基地局を示すブロック図を
示す。
【図２】図２は、本明細書の実施形態による、概略的複合フロー図及び信号送信スキーム
を示す。
【図３】図３は、Ｅ－ＡＧＣＨのコーディングチェーンを図解するフロー図を示す。
【図４】図４は、本明細書の実施形態による、基地局における方法を図解するフロー図で
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ある。
【図５】図５は、本明細書の実施形態による、ユーザ機器における方法を図解するフロー
図である。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　基地局１２は、ユーザ機器１４の１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次スト
リームの伝送に関して、フィードバックを供給する。ユーザ機器１４は、アップリンクＭ
ＩＭＯモードにある。基地局１２は、チャネル内において２次ストリームのための好適な
伝送ランク及びオフセットを伝送する。ユーザ機器１４は、２次ストリームのための伝送
ランク及びオフセットを運ぶチャネルをモニターする。ユーザ機器１４は、次いで、２次
ストリームにおいてデータを伝送するときに、好適な伝送ランク及びオフセットを使用す
る。オフセットは、２次ストリームのトランスポートブロックサイズを決定するためにユ
ーザ機器１４によって使用される。したがって、トランスポートブロックサイズはより正
確であり、伝送は、ＭＩＭＯオペレーションにおいてユーザ機器１４にとってより最適で
あり、無線通信ネットワーク１０のパフォーマンス低下が回避される。さらに、ユーザ機
器は、伝送ランクを決定するときに好適な伝送ランクを使用する。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　図２は、概略的複合フロー図及び信号送信スキームである。一又は複数の実施形態によ
ると、ＭＩＭＯオペレーションについては、プライマリ（Ｐ）－ＤＰＣＣＨ上で動作する
単一のインナーループパワー制御（ＩＬＰＣ）と、ＭＩＭＯオペレーションの少なくとも
１次ストリーム及び２次ストリームのうちの１次ストリームの質を制御する単一のアウタ
ループパワー制御（ＯＬＰC）とを使用することが提案される。この選択の主な理由の１
つは、１次ストリームが「レガシー」ストリームに対応し、且つ２次ストリームがどちら
かというと「ベストエフォート」ストリームである状態で、ランク１伝送に対して、閉ル
ープ伝送ダイバーシチ（ＣＬＴＤ）と共通性を保つことである。さらに、ストリーム間で
均等に共有されている共通のグラントを使用することができ、これは、パワーがストリー
ム間で均等に共有されていることを示唆する。ランク１に対して信号送信されたグラント
全体に、ランク２に対して信号送信されたグラントの半分又は全体にそれぞれ対応する、
有効な（サービング）グラントに基づくレガシーＥ－ＴＦＣ選択手順（Ｌｅｇａｃｙ　Ｅ
－ＴＦＣ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を使用して、１次ストリームのＴ
ＢＳを決定することができる。結果として、１次ストリームのＥ－ＴＦＣＩに基づく手順
を介して、例えばプライマリＥ－ＤＰＤＣＨ及び２次Ｅ－ＤＰＤＣＨのための、データ送
信パワーも決定することができる。レガシー手順（ｌｅｇａｃｙ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）
は、上位レイヤによって信号送信される、ランクに特有の参照値を組み込むために、ＭＩ
ＭＯに関して修正することができる。伝送ランクは、伝送する任意の数のストリームを示
す。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００２３】
　アクション２０１。基地局１２は、例えば、２次ストリーム上でパイロット信号を受信
し、受信したパイロット信号に基づいて好適なランク及びオフセットを決定する。基地局
１２は、１次ストリーム及び２次ストリームに対応する２つのパイロットチャネル、ＤＰ
ＣＣＨ及び２次（Ｓ）－ＤＰＣＣＨを受信することができる。これらの２つのパイロット
チャネルに基づいて、ユーザ機器１４にサービス提供する基地局１２は、例えばＳＩＲに
基づいて、ストリームの質を計算することができ、そこから、ユーザ機器１４が１つ又は
２つのストリームを好ましくは送信すべきかどうかを推定する。さらに、基地局１２は、
適切なオフセットを計算することができる。例えば、２次ストリームに関連するデータ伝
送の質を制御するために、ユーザ機器１４は、ネットワークからのフィードバックに基づ
いて、何らかのグラントを前提として、ユーザ機器１４がどのＥ－ＴＦＣを使用するべき
か動的に調整することができる。ネットワーク制御フィードバックを有することの主な恩
恵は、基地局１２が、受信したＳＩＮＲを計算することができ、且つその値と２次ストリ
ームに対するブロック誤り率（ＢＬＥＲ）統計値に基づいて、基地局１２が、支持される
べきレートを推定できることである。ＳＩＲ１、ＳＩＲ２１、及びＳＩＲ２２を、それぞ
れ、単一のストリーム伝送、１次ストリームランク２伝送、及び２次ストリームランク２
伝送と関連する受信ＳＩＮＲとする。線形受信機を想定した場合、ランク２伝送にコード
を再利用することに起因してストリーム間干渉が発生し、且つプリコーディング選択がし
ばしば１次ストリームを２次ストリームより優れたものとするため、すべての場合におけ
る同じ合計送信パワー及び同じチャネル条件について、一般的に関係式は、
　ＳＩＲ１＞＞ＳＩＲ２１＞ＳＩＲ２２（式１）
となる。レガシーＥ－ＴＦＣ選択機構が、ＳＩＲ１に密に結合されているため、ユーザ機
器１４は、ＴＢＳ選択がサービンググラント及びレガシーＥ－ＴＦＣ選択機構に基づいて
いる場合、ランク２伝送のために大きすぎるＴＢＳを選ぶ可能性がある。しかしながら、
本明細書の実施形態では、
　△１＝ＳＩＲ１－ＳＩＲ２１（ｄＢ）（式２）
である、サービンググラントから△１を差し引いた値に基づいて１次ストリームＴＢＳが
決定される。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　一部の実施形態では、Ｅ－ＡＧＣＨ及びＡ－ＲＯＣＨは、ユーザ機器のアイデンティテ
ィを信号送信するために使用される、基地局１２又はＲＮＣ、及び種々のアイデンティテ
ィ（ＩＤ）又はＵＥマスクなど、ネットワークによって構成される種々のチャネライゼー
ションコードをデフォルトで使用することができる。ユーザ機器１４は、これらのチャネ
ル両方をモニターすることができる。１つの実施形態では、ネットワークは、コードリソ
ース及びＵＥデスプレッダ能力（ＵＥ　ｄｅ－ｓｐｒｅａｄｅｒ　ｃａｐａｃｉｔｙ）を
セーブするために、同じチャネライゼーションコードを使用する一方で異なるＵＥマスク
を使用するようにＥ－ＡＧＣＨ及びＡ－ＲＯＣＨを構成することを許可されている。これ
らの実施形態では、Ｅ－ＡＧＣＨ及びＡ－ＲＯＣＨは、次いで、時間で分けられて伝送さ
れ、ユーザ機器１４は、使用されるＵＥマスクに基づいて、Ｅ－ＡＧＣＨ又はＡ－ＲＯＣ
Ｈ伝送であるかを、リソース効率の良いやり方で、モニター及び検出する。したがって、
チャネライゼーションコードは、効率の良いやり方で種々のチャネルに再利用される。Ｕ
Ｅマスクは、ユーザ機器１４内に保存される。一部の実施形態では、ネットワークは、異
なるチャネライゼーションコードを使用する一方で同じＵＥマスクを使用するようにＥ－
ＡＧＣＨ及びＡ－ＲＯＣＨを構成することを許可されている。これらの場合では、Ｅ－Ａ
ＧＣＨ及びＡ－ＲＯＣＨは、同時に伝送されることができる。Ａ－ＲＯＣＨは、ランクが
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変化しているときは常に伝送される必要があるが、さもなければ、新しいオフセット値、
例えば絶対ＳＩＲオフセット値（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ＳＩＲ　ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ
）を信号送信するためにも伝送されうる。Ａ－ＲＯＣＨは、ＣＲＣ保護されているため、
チャネルが検出されるときはいつでも正確な情報がデコードされる可能性が非常に高い。
さらに、これらの２つのチャネルは、異なるＵＥマスクと異なるチャネライゼーションコ
ードの両方を使用することができる。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　本明細書の図３を参照すると、Ｅ－ＡＧＣＨは、図３に図解されるコーディングチェー
ンに従って、基地局１２においてコーディングされる。下付き文字の「ａｇｖ」は、絶対
グラント値を示し、下付き文字の「ａｇｓ」は、絶対グラントスコープ（ａｂｓｏｌｕｔ
ｅ　ｇｒａｎｔ　ｓｃｏｐｅ）を示し、したがって、「多重化ステップ」への入力は、絶
対グラント値ｘａｇｖ，１，ｘａｇｖ，２，．．．，ｘａｇｖ，５及び絶対グラントスコ
ープｘａｇｓ，１である。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　アクション３０３。次いで、チャネルがコーディングされる。１／３レートの畳込みコ
ーディングが、ビットのシーケンスｙ１，ｙ２，．．．，ｙ２２に適用されて、ビットの
シーケンスｚ１，ｚ２，．．．，ｚ９０となる。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　アクション３０４。次いで、コーディングされたビット上でレートマッチングが実行さ
れる。入力シーケンスｚ１，ｚ２，．．．，ｚ９０から、ビットｚ１，ｚ２，ｚ５，ｚ６

，ｚ７，ｚ１１，ｚ１２，ｚ１４，ｚ１５，ｚ１７，ｚ２３，ｚ２４，ｚ３１，ｚ３７，
ｚ４４，ｚ４７，ｚ６１，ｚ６３，ｚ６４，ｚ７１，ｚ７２，ｚ７５，ｚ７７，ｚ８０，
ｚ８３，ｚ８４，ｚ８５，ｚ８７，ｚ８８，ｚ９０がパンクチャされ、それにより、出力
シーケンスｒ１，ｒ２，．．．，ｒ６０が得られる。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　アクション３０５。コーディングされたビットは、次いで、物理チャネルにマッピング
される。ビットのシーケンスｒ１，ｒ２，．．．，ｒ６０は、対応するＥ－ＡＧＣＨサブ
フレームにマッピングされる。ビットｒｋは、ｋに関して昇順に、無線で伝送されるよう
にマッピングされる。Ｅ－ＤＣＨ伝送時間間隔（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　
Ｉｎｔｅｒｖａｌ：ＴＴＩ）が１０ｍｓに等しい場合、同じビットのシーケンスが、Ｅ－
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ＡＧＣＨ無線フレームのすべてのＥ－ＡＧＣＨサブフレームにおいて伝送される。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　提案されているＡ－ＲＯＣＨがＥーＡＧＣＨと同じフォーマットで構造化されているた
め、Ａ－ＲＯＣＨのコーディングチェーンは、Ｅ－ＡＧＣＨのコーディングチェーンに従
う。しかしながら、一部の実施形態で開示されているように、Ｅ－ＡＧＣＨのスコープビ
ットは、ランクインジケータビットに置換され、絶対グラント値は、オフセット値に置換
されうる。例えば、オフセット値は、ｘａｇｖ，１，ｘａｇｖ，２，．．．，ｘａｇｖ，

５の代わりにｘｏ，１，ｘｏ，２，．．．，ｘｏ，５で示され、ランクビットは、ｘａｇ

ｓ，１の代わりにｘｒ，１で示される。さらに、多重化されたビットは、ｘａｇ，１．．
．ｘａｇ，６の代わりにｘｒｏ，１．．．ｘｒｏ，６で示され、絶対グラントビットの代
わりに伝送ランク及びオフセットビットで示される。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　これより、一部の実施形態による、ユーザ機器１４の１次ストリーム及び２次ストリー
ムのうちの２次ストリームの伝送に関して、ユーザ機器１４にフィードバックを供給する
ための、基地局１２における方法及びアクションについて、図４に示されるフロー図を参
照して説明する。ユーザ機器１４は、アップリンク多入力多出力モードで構成される。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４６】
　一部の実施形態では、チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨと同じチャネライゼーションコードを
使用し、且つＥ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器アイデンティティ又は異なるユーザ機器マ
スクを使用する。一部の実施形態では、チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨと異なるチャネライゼ
ーションコードを使用し、且つＥ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は同じユーザ機器
アイデンティティを使用する。一部の実施形態では、チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨと異なる
チャネライゼーションコードを使用し、且つＥ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又は
異なるユーザ機器アイデンティティを使用する。チャネルがＥ－ＡＧＣＨと異なるチャネ
ライゼーションコードを使用する場合、他の任意のコード多重化されたチャネルのように
、複数のチャネルを同時に送信／受信することができる。チャネルは、好適な伝送ランク
が変更されたとき、及び／又は新しいオフセット値、例えば絶対ＳＩＲオフセット値が伝
達されるべきときに、伝送されうる。
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　これより、一部の実施形態による、１次ストリーム及び２次ストリームのうちの２次ス



(10) JP 2015-518668 A5 2017.6.22

トリームの伝送を扱うユーザ機器１４における方法及びアクションについて、図５に示さ
れるフロー図を参照して説明する。アクションは、後述の順番で行われる必要はなく、任
意の適切な順序で行われてもよい。一部の実施形態で実行されるアクションは、破線のボ
ックスで示されている。ユーザ機器１４は、アップリンクＭＩＭＯモードにある。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨと同じチャネライゼーションコードを使用し、且つＥ－ＡＧ
ＣＨと異なるユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティを使用することができる
。ユーザ機器１４は、ユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティに基づいて、チ
ャネル及びＥ－ＡＧＣＨを特定する。チャネルは、代替的に、Ｅ－ＡＧＣＨと異なるチャ
ネライゼーションコードを使用し、且つＥ－ＡＧＣＨと同じユーザ機器マスク又は同じユ
ーザ機器アイデンティティを使用することができる。ユーザ機器１４は、次いで、チャネ
ライゼーションコードに基づいて、チャネル及びＥ－ＡＧＣＨを特定することができる。
代替的に、チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨと異なるチャネライゼーションコードを使用し、且
つＥ－ＡＧＣＨと異なるユーザ機器マスク又は異なるユーザ機器アイデンティティを使用
することもできる。ユーザ機器１４は、次いで、チャネライゼーションコード及び／又は
ユーザ機器マスク又はユーザ機器アイデンティティに基づいて、チャネル及びＥ－ＡＧＣ
Ｈを特定することができる。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　ユーザ機器１４及び基地局１２はそれぞれのメモリを含むことができ、各メモリは、一
又は複数のメモリユニットを含むことができ、基地局１２又はユーザ機器１４上で実行さ
れるとき、例えば、チャネライゼーションコード、オフセット、ランク、フィードバック
、ＵＥアイデンティティ、チャネルデータ、本明細書の方法を実行するアプリケーション
などのデータを保存するために使用することができる。ユーザ機器１４は、次のＡ－ＲＯ
ＣＨメッセージを受信するまでに、メモリ内にランク及びオフセット情報を保持し、Ａ－
ＲＯＣＨメッセージを受信すると、新しい情報でメモリを更新する。
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